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お 知 ら せ 小川町役場☎ 72–1221　FAX 74–2920
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４

田村正志大戸久一

まちのそうだん（無料） 小川町役場☎ 72–1221　FAX 74–2920

９月
がつ

の日
にほんごきょうしつ

本語教室（無
むりょう

料）
　様

さまざま
々な国

くに
から来

き
た人

ひと
たちが参

さ ん か
加しています。楽

たの
しく日

に ほ ん ご
本語を学

まな
びましょう！

　ぜひ、気
き が る

軽に来
き

てみてください。全
まった

く日
に ほ ん ご

本語を話
はな

せない人
ひと

も大
だいかんげい

歓迎です！
期
き じ つ

日　昼
ひる

の部
ぶ

　１４日
にち

・２８日
にち

（月
げつ

）　　　時
じ か ん

間 午
ご ぜ ん

前１０時
じ

～１２時
じ
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よる
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ぶ
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）　時
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後７時
じ

～９時
じ

場
ば し ょ

所　リ
り り っ く

リックおがわ２階
かい

　問
といあわ

合せ　防
ぼ う さ い ち い き し え ん か

災地域支援課　電
で ん わ

話　内
ないせん

線３５３
※新

しんがた
型コロナウイルス感

かんせん
染拡

かく
大
だ い ぼ う し

防止のため、日
にってい

程を変
へんこう

更する場
ば あ い

合があります。事
じ ぜ ん

前に防
ぼうさい

災地
ち い き

域支
し え ん か

援課へ確
かくにん

認のう
　え、ご参

さ ん か
加ください。

相談日　：　月〜金曜日　午前９時〜午後４時(祝日等を除く)
場　所　：　役場１階　消費生活センター　☎ 内 ３５３・３５４　　

【事例１】　携帯電話会社の販売店に行き、スマートフォンに機種変更した。その時店員から「今、光回線に
すると１万ポイント付けられる」と言われ、光回線が何かはよく分からないがお得だと思い契約した。３
か月後、利用料金の明細を見ると、電話料金の他に光回線代が計上されていて、そこで光回線に料金がか
かることを知った。解約を申し出ると解約料を請求された。結局、余計な契約をさせられたように思う。

【事例２】　２か月前、携帯ショップで新しいスマートフォンを購入した。その際、タブレット端末を一緒に
契約すると料金が安くなると勧められ契約したが、後日、請求書を見ると今までより高くなっていた。納
得いかない。

　スマートフォンを契約しに行った際に、光回線や固定電話等を併せて契約すると料金が割引され、得にな
るなどと勧められ契約したところ、月々の料金が今までより高くなったというトラブルが寄せられています。
契約時の事業者の説明不足または消費者の理解不足が原因であることが見受けられます。
　なお、改正電気通信事業法では、携帯電話の「通信料金と端末代金の完全分離」や割引の上限額（２万円）
が新ルールとして令和元年１０月１日に施行されました。端末代金を通信料から割り引く（いわゆる「実質
０円」）などの料金の分かりにくさを解消するためですが、事業者や契約機種・内容・タイミングなどにより、
今までより料金が高くなることもあります。

【消費者へのアドバイス】
　①「お得になる」といったセールストークに惑わされずに、必要かどうかをよく考慮して契約しましょう。
　　不要な場合は、きっぱり断りましょう。
　②事業者には契約前に「消費者が最低限理解すべき提供条件の概要を説明しなければならない」と義務付
　　けられています。消費者も、契約した商品・サービスは何か、それぞれの初期費用や手数料、月額料金、
　　適用開始はいつか、解約条件などを必ず確認しましょう。
　③電気通信サービスでは、「初期契約解除制度」と「確認措置※」の２つの契約解除制度があります。適
　　用される通信サービスの種類、条件、消費者が負担すべき費用範囲、手続方法などが異なります。
　　自身の契約した電気通信サービスについて、それら制度が適用されるか、適用される場合の申し出手順
　　など具体的なことは、契約書面で確認しましょう。
　※確認措置は事業者によって「８日間ルール」など独自の呼び方があります。
　困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
　消費生活センターへのお電話は、全国共通の電話番号「１８８」にお掛けください。　

スマートフォンとのセット契約トラブルに注意！

ご厚意の寄附ありがとうございました
●小川町へ（7月分）
　◆一般寄附
　　三和通商（株）　様　体温計　１０個
問合せ　政策推進課 財政担当 ☎ ２２３
●社会福祉協議会へ（7月分）
　馬場ヨリ　様　８,９００円
　馬場　博　様　６,４００円
問合せ　小川町社会福祉協議会 ☎７４－３４６１

こころ温まる義援金ありがとうございます
（６・７月分）

◆令和元年台風１９号災害義援金
　募金箱　　　　１，９６１円
◆令和２年７月豪雨災害義援金
　匿名　様　１００，０００円
　匿名　様　　１０，０００円
　募金箱　　　　１，０００円
問合せ　小川町社会福祉協議会 ☎７４－３４６１


